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      平成 23 年６月 24日 

各 位 

会 社 名  Ｒ Ｈ イ ン シ グ ノ 株 式 会 社 

代 表 者 名  代 表 取締 役社 長 阿 部 顕 仁  

コード番号  ８ ５ １ ４ （ 札 幌 証 券 取 引 所 ） 

問 合 せ 先 
 カ ン パ ニ ー 本 部 

北海道元気計画事業部長
山 本 敬 重  

Ｔ Ｅ Ｌ  ０１１－３３０－０６６２ 

 
有価証券報告書の提出遅延に関するお知らせ 

 
 当社は、第 52 期有価証券報告書につき、法定期限である平成 23 年 6 月 30 日までに提出できる見

込みがないことに関する理由等につき、下記のとおりお知らせいたします。 
 
記 

 
1． 提出遅延の理由 

当社は、平成 23 年６月 22 日に「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」に違

反する社債発行の事実が判明したことを受け、行政処分等を受ける可能性がございます。当社は当

該状況を厳粛に受け止め、他の法令違反の有無の調査及び再発防止に努めるため、外部有識者で構

成する「第三者委員会」を設置して、実態調査をお願いすることが適当であると判断いたしました。 
これを受け、監査法人からは同委員会による調査の結果を確認するまでは、当社の平成 23 年 3 月

期の金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査意見の表明を留保する方針が示され、

金融商品取引法第 24 条第 1 項に定める提出期限（平成 23 年 6 月 30）までに平成 23 年 3 月期有価

証券報告書の提出ができない見込みであります。 
当社といたしましては、新たに外部の有識者を中心に構成いたします「第三者委員会」の設置を

早急に行い、調査を開始し、本調査結果につき速やかに監査法人へ報告することとしております。 
 なお、第三者委員会の委員選定に際しましては、平成 22 年 7 月 15 日付日本弁護士会策定の「企

業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」（平成 22 年 12 月 17 日改定）における「第三者委

員会の中立性、独立性についての方針」に基づき「企業等と利害関係を有する者は、委員に就任す

ることができない」点を考慮し、構成委員の選定を行うこととし、また同委員会の調査等の活動は、

同ガイドラインを参考とされますよう、同委員会に依頼する予定です。第三者委員会の構成委員は、

決定次第公表いたします。 
 
2． 有価証券報告書の提出予定について 

当社の平成 23 年 3 月期の有価証券報告書については、平成 23 年 7 月 30 日までに提出する予 
定でおり、具体的な目途がつき次第、速やかに開示させていただく予定であります。 

 
3． 監理銘柄（確認中）への指定について 

上記のとおり、当社は平成 23 年 3 月期有価証券報告書について、金融商品取引法第 24 条第 1 項 
 に定める提出期限（平成 23 年 6 月 30 日）までに提出できない見込みとなりました。 

 
証券会員制法人札幌証券取引所が定める「監理銘柄及び整理銘柄に関する規則第 3 条第 1 号 a（ｉ）
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イ」において、金融商品取引法に定める有価証券報告書を提出期限までに提出できる見込みのない

旨の開示を行っているときは、当該銘柄を監理銘柄に指定することとされております。これにより、

当社株式は証券会員制法人札幌証券取引所より、投資家の皆様の注意を喚起するため、当社株式は

監理銘柄（確認中）に指定される見込みであります。 
 
 株主の皆様をはじめ、お取引様及び金融機関の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけする結果と

なり、深くお詫び申し上げます。 
以上 


